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(57)【要約】
　移動通信システムにおける電力節約動作管理方法にお
いて、基地局は、スリープモードに進入することを希望
する移動局からスリープモード進入要請メッセージを受
信し、移動局と基地局との間に設定されている無線チャ
ンネルの組み合わせを分析してスリープ周期タイプおよ
びパラメータを決定し、スリープ周期タイプおよびパラ
メータを含むスリープモード進入応答メッセージを伝送
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局の電力節約動作管理方法において、
　スリープモードに進入することを希望する移動局からスリープモード進入要請メッセー
ジを受信する段階と、
　前記移動局と前記基地局との間に設定されている複数の無線チャンネルの組み合わせを
分析してスリープ周期タイプおよびパラメータを決定する段階と、
　前記スリープ周期タイプおよび前記パラメータを含むスリープモード進入応答メッセー
ジを伝送する段階と、
　を含む、電力節約動作管理方法。
【請求項２】
　前記スリープ周期タイプおよびパラメータを決定する段階は、
　前記移動局と前記基地局との間に設定されている複数の無線チャンネルがバースト特性
を有する場合には、第１スリープ周期タイプと決定する段階と、
　前記移動局と前記基地局との間に設定されている複数の無線チャンネルのうちの一つで
も周期的な特性を有する場合には、第２スリープ周期タイプと決定する段階と、
　を含む、請求項１に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項３】
　前記スリープモードは、前記移動局と前記基地局との間に通信が行われない区間である
スリープウィンドウと、前記移動局と前記基地局との間に通信が行なわれる区間であるリ
スニングウィンドウとを含む、請求項１に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項４】
　前記スリープウィンドウの間にダウンリンクデータが発生すると、前記ダウンリンクデ
ータをバッファリングしてリスニングウィンドウの間に伝送し、前記リスニングウィンド
ウの間に前記ダウンリンクデータ伝送が終了されていないと、リスニングウィンドウを拡
張して前記ダウンリンクデータ伝送を終了する段階をさらに含む、請求項３に記載の電力
節約動作管理方法。
【請求項５】
　移動局の電力節約動作管理方法において、
　スリープモード進入要請メッセージを伝送する段階と、
　スリープ周期タイプおよびパラメータを含むスリープモード進入応答メッセージを受信
する段階と、
　前記スリープモード進入応答メッセージに含まれているパラメータに応じてスリープモ
ードのパラメータを設定して、スリープモードに進入する段階と、
　を含む、電力節約動作管理方法。
【請求項６】
　前記スリープ周期タイプは、前記移動局と前記基地局との間に設定されている複数の無
線チャンネルがバースト特性を有する場合には、第１スリープ周期タイプであり、前記移
動局と前記基地局の間に設定されている複数の無線チャンネルのうちの一つでも周期的な
特性を有する場合には、第２スリープ周期タイプである、請求項５に記載の電力節約動作
管理方法。
【請求項７】
　前記スリープモードは、前記移動局と前記基地局との間に通信が行われない区間である
スリープウィンドウと、前記移動局と前記基地局との間に通信が行なわれる区間であるリ
スニングウィンドウとを含み、
　前記スリープ周期タイプが第２スリープ周期タイプである場合には、前記スリープモー
ドは、一定のサイズのリスニングウィンドウと一定のサイズのスリープウィンドウとが交
互に行なわれる、
　請求項６に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項８】
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　前記スリープモードは、前記移動局と前記基地局との間に通信が行われない区間である
スリープウィンドウと、前記移動局と前記基地局との間に通信が行なわれる区間であるリ
スニングウィンドウとを含み、
　前記スリープ周期タイプが第１スリープ周期タイプである場合には、前記スリープウィ
ンドウのサイズは以前のリスニングウィンドウの間にダウンリンクデータの伝送により決
定される、
　請求項６に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項９】
　前記スリープ周期タイプが第１スリープ周期タイプである場合には、
　前記スリープウィンドウのサイズは、前記以前のリスニングウィンドウの間に前記ダウ
ンリンクデータの伝送があった場合には、所定の比率により決定され、前記以前のリスニ
ングウィンドウの間に前記ダウンリンクデータの伝送がなかった場合には、以前のスリー
プウィンドウのサイズよりも大きい、請求項８に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１０】
　前記スリープウィンドウの間にアップリンクデータが発生すると、臨時にリスニングウ
ィンドウを割り当てて、前記アップリンクデータを伝送する段階をさらに含む、請求項８
に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１１】
　基地局の電力節約動作管理方法において、
　前記基地局と移動局との間に設定された複数の無線チャンネルのうちの一部が削除され
るか、または新たな無線チャンネルが設定されると、スリープ周期タイプの変更が必要で
あるか否かを判断する段階と、
　変更が必要である場合には、スリープ周期タイプおよびパラメータを決定する段階と、
　前記スリープ周期タイプおよびパラメータを含むスリープ周期変更要求メッセージを前
記移動局へ伝送する段階と、
　前記移動局からスリープ周期変更応答メッセージを受信する段階と、
　を含む、電力節約動作管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムにおける電力節約動作管理方法に関し、特に、広帯域無線
接続システム（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ａｃｃｅｓｓ　ｓｙｓｔｅｍ）で
スリープモードを利用した電力節約管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広帯域無線接続システムは、従来の無線ＬＡＮのように固定されたアクセスポイントを
利用する近距離データ通信方式に加えて、移動性（ｍｏｂｉｌｉｔｙ）をさらに支援する
次世代通信方式をいう。広帯域無線接続システムは、現在の基地局が担当するセルから他
の基地局が担当する他のセルへ移動局が移動する場合にも、移動性を保障してシームレス
なデータ通信サービスを提供する。
【０００３】
　これによって、移動局の電力供給手段として主にバッテリーを利用するため、移動局の
バッテリー使用時間はサービス利用時間の大きな制限要素となる。
【０００４】
　したがって、広帯域無線接続システムは、端末の電力消耗を最小化するために、アップ
リンク／ダウンリンクトラフィックの発生がない場合、端末内の全てのデバイスが電力節
約のために動作を中止するスリープモードを支援する。広帯域無線接続システムにおいて
、端末と基地局との間に設定された無線チャンネルは、各無線チャンネルのトラフィック
特性に応じて要求するサービス品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ；以下、「
ＱｏＳ」という）が変わるため、効率的なスリープモード管理のために電力節約等級を導
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入し、無線チャンネル別にスリープウィンドウを別途管理する。
【０００５】
　図１は、従来技術によるスリープモード動作遂行を示したフローチャートである。図１
に示されているように、アウェイクモードで動作中である移動局がスリープモードに入る
ためには、基地局にスリープモード要請メッセージ（ｓｌｅｅｐ　ｍｏｄｅ　ｒｅｑｕｅ
ｓｔ、以下、「ＳＬＰ－ＲＥＱ」という）を伝送し、基地局はスリープモード応答メッセ
ージ（ｓｌｅｅｐ　ｍｏｄｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ、以下、「ＳＬＰ－ＲＳＰ」という）を
伝送してスリープモード承認を行う。
【０００６】
　基地局からスリープモード承認があると、移動局はスリープモード進入時点から最初の
スリープウィンドウの間にスリープモード状態に入る。最初のスリープウィンドウが経過
すると、移動局はリスニングモードに転換してリスニングウィンドウの間に基地局からス
リープウィンドウの間に伝送待機中であるデータがあるかを確認する。スリープウィンド
ウとは、移動局がスリープモードで動作中である区間をいい、リスニングウィンドウとは
、移動局がリスニングモードで動作する区間を意味する。
【０００７】
　この時、最初のスリープウィンドウの間に伝送待機中であるデータがない場合には、基
地局はデータトラフィックの存在を知らせるメッセージを０に設定して移動局に伝送する
。リスニングモードの間に伝送されてきたデータトラフィックがないことを確認した移動
局は、再びスリープモードに進入する。この時、スリープウィンドウは、電力節約等級タ
イプにより最初のスリープウィンドウと同一であっても異なっても良い。
【０００８】
　スリープウィンドウの間に移動局に対して伝送待機中であるダウンリンクデータが存在
すると、基地局はダウンリンクデータをバッファリングし、移動局がリスニングモードに
転換されると、その存在を通知する。リスニングモードで移動局がダウンリンクデータが
あることを確認すると、移動局はスリープモードを終了し、アウェイクモードに進入して
バッファリングされたダウンリンクデータを受信し、基地局とデータ通信を行う。
【０００９】
　前述のように、スリープモード動作によって移動局は端末に伝送予定であるダウンリン
クデータがない場合には、継続してスリープモードを維持して不要な電力消耗を防止する
。
【００１０】
　図２は、スリープモードで動作中である移動局の利用可能区間および利用不可区間を示
した図面である。ここで、移動局は電力節約等級１と電力節約等級２とを含み、電力節約
等級１は電力節約等級タイプＩの特性を有し、電力節約等級２は電力節約等級タイプＩＩ
の特性を有する。電力節約等級タイプＩは、ＢＥ（Ｂｅｓｔ　Ｅｆｆｏｒｔ）または伝送
率が変化する非リアルタイムトラフィックを対象とし、電力節約等級タイプＩＩは、Ｖｏ
ＩＰまたは伝送率が変化するリアルタイムトラフィックを対象とする。
【００１１】
　利用不可区間は、移動局が含む全ての電力節約等級がスリープモードであり、これによ
って移動局内の全てのデバイスが動作を中止して電力節約モードに進入した区間をいい、
利用可能区間は、端末内の一つ以上の電力節約等級がリスニングモードに止まっており、
端末自体は電力節約モードに進入せずにスリープモード中である無線チャンネルの動作が
中止される区間を意味する。
【００１２】
　図２に示されているように、移動局内の電力節約等級は該当する電力節約等級タイプに
応じてスリープウィンドウを更新する。
【００１３】
　従来技術は、端末に伝送するダウンリンクデータが発生する場合に、当該電力節約等級
のリスニングウィンドウに基づいてダウンリンクデータのリスニングウィンドウ内の伝送
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か否か、および電力節約等級のスリープモード終了か否かのみを判断する。つまり、電力
節約等級１がスリープモードで動作している間、電力節約等級１に属した無線チャンネル
にダウンリンクデータが発生する場合、基地局はダウンリンクデータを端末に伝送するこ
とができる否かを電力節約等級１のリスニングウィンドウを基準として判断する。電力節
約等級１のリスニングウィンドウ内にダウンリンク伝送が不可能であると判断すると、ト
ラフィック公知メッセージを伝送して電力等級１のスリープモード動作を中止させる。し
かしながら、端末内に設定された他の電力節約等級のスリープモード動作は終了されない
。
【００１４】
　前述のように、スリープモードを管理する場合、電力節約等級１がスリープモードから
目覚める瞬間から利用可能区間のみが存在することとなり、端末器自体の電力節約効果は
端末がアウェイクモードで動作するのと同様な効果を発生する。しかしながら、他の電力
節約等級の動作は中止されていない状態であるため、他の電力節約等級のスリープモード
管理方式に応じて継続してリスニングウィンドウとスリープウィンドウとを管理しなけれ
ばならない不要な動作を行うこととなる。
【００１５】
　また、従来技術は、リスニングウィンドウの長さを静的に管理するため、間歇的に発生
する制御メッセージの送信／受信、アップリンクの帯域要請に対する応答またはＨＡＲＱ
（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）動作時、付加的
な処理遅延時間またはデータ損失が発生し得るという問題がある。
【００１６】
　図３は、従来技術による広帯域無線接続システムにおけるスリープモード動作時のＨＡ
ＲＱの動作を示したフローチャートである。第２リスニングウィンドウ区間で基地局は端
末にデータ２を伝送し、データを受信した端末は受信されたデータのエラーを感知してＮ
ＡＣＫフィードバックを基地局に伝送する。端末からＮＡＣＫフィードバックを受信した
基地局は、端末に以前に伝送したものと同一のデータを再伝送する。再伝送データを受信
した端末は、データの受信状態に応じてＡＣＫまたはＮＡＣＫフィードバックを伝送しな
ければならないが、現在電力節約等級がリスニングウィンドウからスリープウィンドウへ
変更されたため、ＨＡＲＱフィードバックを送信することができなくなる。
【００１７】
　端末が受信した再伝送データにエラーが発生した場合、端末は当該データを廃棄し、Ｎ
ＡＣＫフィードバックの伝送を試みる。しかしながら、現在ウィンドウがスリープウィン
ドウであるため、ＨＡＲＱフィードバック伝送を放棄してスリープモードで動作する。こ
の時、基地局は端末から第２データに対するフィードバックを受信することができず、当
該データを廃棄したり次のリスニングウィンドウに再び伝送する。
【００１８】
　端末がエラーなしにデータを受信した場合、端末はデータを保存し、ＡＣＫフィードバ
ックの伝送を試みる。しかしながら、現在ウィンドウがスリープウィンドウであるため、
ＨＡＲＱフィードバック伝送を放棄してスリープモードで動作する。基地局は端末から第
２データに対するフィードバックを受信することができず、当該データを廃棄または次の
リスニングウィンドウに再び伝送する。
【００１９】
　したがって、従来技術はデータの流失が発生したりデータの伝送遅延時間が増加したり
、同一のデータを重複して送信して無線資源の浪費を招くことがある問題点がある。
【００２０】
　背景技術に記載された事項はただ本発明の背景に関する理解を助けるためのものであり
、この国で当業者に公知されている従来の技術に関連しない情報を含むことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２１】
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【特許文献１】韓国特許出願公開第２００７－００２４３０２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／００３０３０５号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／０２４０７９９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明の目的は、広帯域無線接続システムにおいて、データ伝送がない区間で電力消耗
を減少させて端末の電力節約効果を高めることができる効率的な電力節約動作管理方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の一特徴による基地局の電力節約動作管理方法は、スリープモードに進入するこ
とを希望する移動局からスリープモード進入要請メッセージを受信し、前記移動局と前記
基地局との間に設定されている複数の無線チャンネルの組み合わせを分析してスリープ周
期タイプおよびパラメータを決定し、前記スリープ周期タイプおよびパラメータを含むス
リープモード進入応答メッセージを伝送する。
【００２４】
　本発明の他の一特徴による移動局の電力節約動作管理方法は、スリープモード進入要請
メッセージを伝送し、スリープ周期タイプおよびパラメータを含むスリープモード進入応
答メッセージを受信し、前記スリープモード進入応答メッセージに含まれているパラメー
タに応じてスリープモードのパラメータを設定して、スリープモードに進入する。
【００２５】
　本発明のまた他の一特徴による基地局の電力節約動作管理方法は、前記基地局と移動局
との間に設定された複数の無線チャンネルのうちの一部が削除されるか、または新たな無
線チャンネルが設定されると、スリープ周期タイプの変更が必要であるか否かを判断し、
変更が必要である場合には、スリープ周期タイプおよびパラメータを決定し、前記スリー
プ周期タイプおよびパラメータを含むスリープ周期変更要求メッセージを前記移動局へ伝
送し、前記移動局からスリープ周期変更応答メッセージを受信する。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように本発明によれば、移動局別に設定された無線チャンネルの特性に応じて効
率的な一つのスリープ周期タイプを選択してスリープモードを管理することによってスリ
ープモード管理の複雑度を低くすることができ、間歇的に発生する制御メッセージ伝送、
アップリンク伝送そしてＨＡＲＱ再伝送による不要な電力節約動作の中止を防止すること
によって電力節約効果を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来技術によるスリープモード動作遂行を示したフローチャート。
【図２】スリープモードで動作中である移動局の利用可能区間および利用不可区間を示し
た図面。
【図３】従来技術による広帯域無線接続システムにおけるスリープモード動作時のＨＡＲ
Ｑの動作を示したフローチャート。
【図４】本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープモード進入／解除方法を
示したフローチャート。
【図５】本発明の実施例による電力節約動作管理方法で移動局のスリープモード進入方法
を示したフローチャート。
【図６】本発明の実施例による電力節約動作管理方法で基地局のスリープモード進入方法
を示したフローチャート。
【図７】本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプＩＩのスリー
プ周期管理およびアップリンク／ダウンリンクデータ伝送動作を示したフローチャート。
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【図８】本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプＩのスリープ
周期管理およびアップリンク／ダウンリンクデータ伝送動作を示したフローチャート。
【図９】本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプＩでスリープ
モードを動作中である移動局のアップリンクデータ伝送過程を示したフローチャート。
【図１０】本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプＩＩからス
リープ周期タイプＩへの転換過程を示した図面。
【図１１】本発明の実施例による電力節約動作管理方法で基地局のスリープ周期タイプ変
更方法を示したフローチャート。
【図１２】本発明の実施例による電力節約動作管理方法で移動局のスリープ周期タイプ変
更方法を示したフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施例について、本発明が属する技術分野で通
常の知識を有する者が容易に実施することができるように、詳しく説明する。しかしなが
ら、本発明は多様な異なる形態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定され
ない。そして、図面で本発明を明確に説明するために、説明上不要な部分は省略し、明細
書全体を通して類似する部分については類似する図面符号を付した。
【００２９】
　明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」という時、これは特に反対の
記載がない限り、他の構成要素を除くのではなく、他の構成要素をさらに含むことができ
ることを意味する。また、明細書に記載された「…部」、「…器」などの用語は、少なく
とも一つの機能がや動作を処理する単位を意味し、これはハードウェアやソフトウェアま
たはハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせにより実現されても良い。
【００３０】
　本明細書で、移動局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＭＳ）は端末（ｔｅｒｍｉｎａ
ｌ）、移動端末（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ、ＭＴ）、加入者局（Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＳＳ）、携帯加入者局（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＰＳＳ）、使用者装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）
、接近端末（Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ、ＡＴ）などを指称することもでき、移動
端末、加入者局、携帯加入者局、使用者装置などの全部または一部の機能を含むこともで
きる。
【００３１】
　本明細書で、基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）はアクセスポイント（Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ、ＡＰ）、無線接近局（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔａｔｉｏｎ
、ＲＡＳ）、ノードＢ（Ｎｏｄｅ　Ｂ）、送受信基地局（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖ
ｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＴＳ）、ＭＭＲ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｍｕｌｔｉｈｏｐ　Ｒｅｌａ
ｙ）－ＢＳなどを指称することもでき、アクセスポイント、無線接近局、ノードＢ、送受
信基地局、ＭＭＲ－ＢＳなどの全部または一部の機能を含むこともできる。
【００３２】
　本発明の実施例による電力節約動作管理方法は、端末と基地局との間に設定された無線
チャンネルのトラフィック特性に応じて端末単位でスリープ周期タイプを使用する。
【００３３】
　まず、本発明の実施例による電力節約動作管理方法の２種類のスリープ周期タイプにつ
いて説明する。本発明の実施例による電力節約動作管理方法は２種類のスリープ周期タイ
プを有する。
【００３４】
　スリープ周期タイプＩは、バースト（ｂｕｒｓｔ）のアップリンク／ダウンリンクデー
タ伝送または間歇的なアップリンク／ダウンリンク帯域割当が要求される場合に使用され
る。
【００３５】



(8) JP 2011-515043 A 2011.5.12

10

20

30

40

50

　したがって、端末と基地局との間に設定された全ての無線チャンネルのトラフィックチ
ャンネルの特性が、既存のインターネットトラフィックの特性を有する最善努力トラフィ
ックであるＢＥ（Ｂｅｓｔ　Ｅｆｆｏｒｔ）または伝送率が変化する非リアルタイムトラ
フィックであるｎｒｔ－ＶＲ（ｎｏｎ－ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｒａｔ
ｅ）の条件を満たす場合、スリープ周期タイプＩが使用される。より具体的に説明すれば
、無線チャンネルがその条件を満たすトラフィックチャンネルのみから構成された場合、
前述の条件を満たすトラフィックチャンネルと制御チャンネルとから構成された場合、ま
たは無線チャンネルが制御チャンネルのみから構成された場合、スリープ周期タイプＩが
使用され得る。
【００３６】
　スリープ周期タイプＩを定義するパラメータは、リスニングウィンドウ、スリープウィ
ンドウ、スリープウィンドウ基礎（ｓｌｅｅｐ　ｗｉｎｄｏｗ　ｂａｓｅ）、そしてスリ
ープウィンドウの開始フレーム番号である。
【００３７】
　スリープ周期タイプＩＩは、周期的なアップリンク／ダウンリンクデータ伝送または周
期的なアップリンク／ダウンリンク帯域割当が要求される場合に使用される。したがって
、端末と基地局との間に設定された無線チャンネルのうちにトラフィック特性がリアルタ
イム性格を浮かぶＶｏＩＰや伝送率が変化するリアルタイムトラフィックであるｒｔ－Ｖ
Ｒを有する無線チャンネルが含まれた場合に使用される。スリープ周期タイプＩＩを定義
するパラメータは、リスニングウィンドウ、スリープウィンドウ、そしてスリープウィン
ドウの開始フレーム番号である。
【００３８】
　次に、本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープモード進入／解除方法に
ついて図４乃至６を参照して説明する。
【００３９】
　図４は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープモード進入／解除方法
を示したフローチャートであり、図５は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法で
移動局のスリープモード進入方法を示したフローチャートであり、図６は、本発明の実施
例による電力節約動作管理方法で基地局のスリープモード進入方法を示したフローチャー
トである。
【００４０】
　図４に示されているように、スリープモード動作に進入しようとする移動局が基地局に
スリープモード進入要請メッセージを伝送する（Ｓ４０１）と、基地局は移動局にスリー
プモード進入応答メッセージを伝送して（Ｓ４０２）スリープモード承認をする。
【００４１】
　図５に示されているように、移動局はアウェイクモード状態にあるとき（Ｓ５０１）、
スリープモードに進入することを決定する（Ｓ５０２）と、スリープモード進入要求メッ
セージを基地局へ伝送し（Ｓ５０３）、スリープモード進入応答メッセージ受信待機状態
となる（Ｓ５０４）。そして、移動局はスリープモード進入応答メッセージを受信する（
Ｓ５０５）と、スリープモード進入応答メッセージに指定されたパラメータに応じてスリ
ープモードのパラメータを設定して（Ｓ５０６）スリープモード動作を開始する（Ｓ５０
７）。スリープモード進入時点はフレーム番号の下位ビット値がスリープモード進入応答
メッセージに含まれている開始フレームと同一のフレームである。
【００４２】
　図６に示されているように、基地局は端末からスリープモード進入要請メッセージを受
信する（Ｓ６０１）と、移動局と基地局との間に設定された無線チャンネルの組み合わせ
を分析してスリープ周期タイプを決定し、決定されたスリープ周期を定義するためのパラ
メータを決定する（Ｓ６０２）。そして、基地局は移動局のスリープモード開始フレーム
を決定し（Ｓ６０３）、スリープ周期を定義するためのパラメータおよびスリープモード
開始フレームを含むスリープモード進入応答メッセージを伝送する（Ｓ６０４）。
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　移動局がスリープモードで動作中である時にダウンリンクトラフィックが発生すると、
基地局はトラフィックをバッファリングして移動局のリスニング区間内に伝送する（Ｓ４
０３）。
【００４４】
　従来技術は一定の期間にアップリンク／ダウンリンクデータ通信がないときにスリープ
モードに進入するが、本発明の実施例による電力節約動作管理方法は、電力節約の必要性
に応じてデータ通信を行う間にもスリープモードの進入が可能であり、スリープモードの
間にアップリンク／ダウンリンクデータ通信が可能である。
【００４５】
　したがって、スリープモードに進入した端末は端末自らまたは基地局が明らかにスリー
プモードの終了を要請しない限り、スリープモード動作を継続して行う。スリープモード
動作を中止しようとする移動局は、基地局にスリープモード解除要請メッセージを伝送し
（Ｓ４０４）、基地局からスリープモード解除応答メッセージを正常的に受信する（Ｓ４
０５）と、即時スリープモード動作を中止する。
【００４６】
　モード進入／解除要請メッセージとスリープモード進入／解除応答メッセージについて
説明する。
【００４７】
　表１は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法のスリープモード進入／解除要請
メッセージを示したものである。

【表１】

　表１のとおり、スリープモード進入／解除要請メッセージは加入者端末のスリープモー
ド動作の駆動および中止に関する情報（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）、スリープ周期タイプ情報
（Ｓｌｅｅｐ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　ｔｙｐｅ）およびメッセージ伝送目的（Ａｃｔｉｏｎ
　Ｃｏｄｅ）を含む。
【００４８】
　表２は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法のスリープモード進入／解除応答
メッセージを示したものである。
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【表２】

　表２のとおり、スリープモード進入／解除応答メッセージは、加入者端末のスリープモ
ード動作の駆動および中止に関する情報（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）、端末が使用すべきスリ
ープ周期タイプ（Ｓｌｅｅｐ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｔｙｐｅ）、スリープ周期定義パラメ
ータおよびメッセージ伝送目的（Ａｃｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）などを含む。
【００４９】
　この時、スリープ周期定義パラメータは、リスニングウィンドウ、スリープウィンドウ
、スリープウィンドウ指数（ｓｌｅｅｐ　ｗｉｎｄｏｗ　ｅｘｐｏｎｅｎｔ）、スリープ
ウィンドウ基礎（ｓｌｅｅｐ　ｗｉｎｄｏｗ　ｂａｓｅ）、スリープウィンドウ減少比率
（ｄｅｃｒｅａｓｉｎｇ　ｒａｔｉｏ）およびスリープ周期の開始フレームを含む。
【００５０】
　次に、本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプ別にスリープ
周期管理およびアップリンク／ダウンリンクデータ伝送動作について図７乃至図９を参照
して説明する。
【００５１】
　図７は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプＩＩのスリ
ープ周期管理およびアップリンク／ダウンリンクデータ伝送動作を示したフローチャート
である。
【００５２】
　図７に示されているように、スリープ周期タイプＩＩの場合、一つのスリープ周期は固
定サイズのリスニングウィンドウと固定サイズのスリープウィンドウとからなり、スリー
プモード動作の間に一定のサイズのスリープ周期が繰り返して行われる。スリープウィン
ドウ区間は端末と基地局との間のアップリンク／ダウンリンク通信が行われない区間であ
る。
【００５３】
　基地局は、スリープウィンドウの間に網から受信したデータをバッファリングして次の
リスニングウィンドウ区間の端末に伝送する。アップリンクの場合、端末は基地局に送信
するデータがスリープウィンドウの間に発生すると、これに対するアップリンク伝送を次
のリスニングウィンドウの間に行う。したがって、スリープウィンドウ区間は、端末器内
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のいかなる通信も行われないため、端末の電力消耗を節約することができる。
【００５４】
　しかしながら、リスニングウィンドウに行ったアップリンクまたはダウンリンクデータ
伝送がリスニングウィンドウが終了する前に仕上げられない場合には、例外的に現在リス
ニングウィンドウを臨時に拡張してスリープウィンドウでデータ伝送を仕上げる。
【００５５】
　図７に示されているように、第２リスニングウィンドウで基地局から受信したデータに
対するＨＡＲＱフィードバックを伝送しなければならないが、現在リスニングウィンドウ
が終了して伝送することができない場合、現在のリスニングウィンドウを臨時に拡張して
現在のデータ伝送を仕上げた後、スリープウィンドウを行う。この時、臨時に拡張された
リスニングウィンドウのサイズは次のスリープ周期に影響を与えないため、次のスリープ
ウィンドウのサイズは本来のスリープウィンドウサイズで拡張されたリスニングウィンド
ウを差し引いたサイズである。
【００５６】
　前述のように、リスニングウィンドウの間にデータを伝送しデータ伝送を仕上げられな
かった場合には、スリープモードを解除せずにリスニングウィンドウを拡張することによ
って、加入者端末の電力消耗を減少すると同時に、加入者端末がスリープウィンドウを管
理するために発生し得るデータ流失またはデータ伝送遅延時間の増加を防止することがで
きる。
【００５７】
　図８は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプＩのスリー
プ周期管理およびアップリンク／ダウンリンクデータ伝送動作を示したフローチャートで
ある。
【００５８】
　図８に示されているように、スリープ周期タイプＩはスリープ周期タイプＩＩと同様に
一つのリスニングウィンドウと一つのスリープウィンドウとからスリープ周期が構成され
る。しかしながら、スリープ周期タイプＩＩとは異なり、次のスリープ周期のスリープウ
ィンドウサイズは以前のスリープ周期のリスニングウィンドウの間にダウンリンクデータ
伝送の発生有無に応じて異なるように決定される。図８の第２スリープ周期の場合、第１
スリープ周期のリスニングウィンドウの間にダウンリンクデータ通信が発生しなかったた
め、第１スリープ周期のスリープウィンドウの２倍サイズと第２スリープ周期のスリープ
ウィンドウのサイズが拡張される。反面、第３スリープ周期のスリープウィンドウサイズ
は、第２スリープ周期のリスニングウィンドウでダウンリンクデータ伝送が発生したため
、第２スリープ周期のスリープウィンドウサイズに既に定義されたスリープウィンドウ減
少比率を適用してスリープウィンドウのサイズを決定する。
【００５９】
　スリープ周期タイプＩのリスニングウィンドウで発生するアップリンク／ダウンリンク
データ伝送は、スリープ周期タイプＩＩと同様な方式で行われる。つまり、リスニングウ
ィンドウが終了する前にダウンリンク伝送を仕上げられない場合には、例外的に現在リス
ニングウィンドウを臨時に拡張してスリープウィンドウでデータ伝送を仕上げることがで
きる。
【００６０】
　図９は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプＩでスリー
プモードを動作中である移動局のアップリンクデータ伝送過程を示したフローチャートで
ある。
【００６１】
　図９に示されているように、リスニングウィンドウでのみアップリンク伝送が行われる
スリープ周期タイプＩＩとは異なり、スリープ周期タイプＩは現在ウィンドウの種類に関
係なしにアップリンクデータ伝送を行うことができる。この場合、ダウンリンク伝送のた
めにリスニングウィンドウが臨時に拡張されることのように、アップリンク伝送が必要な
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場合には、臨時にリスニングウィンドウがアップリンク伝送が仕上げされるまで割当られ
、この時に割当られたリスニングウィンドウは、前述したスリープウィンドウのサイズを
決定する方式に影響を与えない。
【００６２】
　例えば、図９の第２スリープ周期のようにスリープウィンドウの間にアップリンクデー
タが発生すると、端末器はアップリンクデータ伝送のために必要なアップリンク帯域要請
メッセージを基地局に伝送する。基地局はスリープウィンドウにある移動局からアップリ
ンク帯域要請メッセージを受信すると、端末が要求する帯域を割当て、割当られた帯域に
伝送されるデータのアップリンク伝送が終了するまで端末が臨時にリスニングウィンドウ
区間に留まることと判断する。アップリンク伝送が終了すると、端末と基地局はスリープ
ウィンドウに入り、臨時に割当られたリスニングウィンドウが次のスリープウィンドウ割
当に影響を与えないため、以前のスリープ周期で決定したとおり、次のリスニングウィン
ドウ時点にスリープウィンドウからリスニングウィンドウに転換してアップリンク／ダウ
ンリンクデータ伝送を備える。
【００６３】
　前述したように、本発明の実施例によれば、バーストのトラフィック特性に応じてスリ
ープ周期を管理することによって効率的に端末の電力使用を管理することができる。また
、間歇的に発生するアップリンク伝送の場合にも電力節約動作を維持することによって、
電力消耗およびアップリンクデータ伝送遅延が既存方式に比べて減少され得る。
【００６４】
　次に、本発明の実施例による電力節約動作管理方法で周期タイプを変更する方法につい
て図１０乃至図１２を参照して説明する。
【００６５】
　図１０は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法でスリープ周期タイプＩＩから
スリープ周期タイプＩへの転換過程を示した図面である。
【００６６】
　図１０に示されているように、スリープ周期タイプＩＩを使用して電力節約動作を行っ
ている途中に、基地局と端末との間に設定された無線チャンネルの組み合わせが変更され
てスリープ周期タイプＩへの転換が必要な場合、基地局はスリープ周期変更要求メッセー
ジを端末に伝送してスリープ周期タイプの変更を要求する。この時、伝送されるスリープ
周期変更要求メッセージは、スリープモード進入のために伝送したスリープモード進入応
答メッセージと同様にスリープ周期タイプ定義のためのパラメータを含む。
【００６７】
　スリープ周期タイプ変更を要求するスリープ周期変更要求メッセージを受信した端末は
、スリープ周期変更応答メッセージを伝送してスリープ周期タイプ変更要求に対する応答
を行う。
【００６８】
　図１１は、本発明の実施例による電力節約動作管理方法で基地局のスリープ周期タイプ
変更方法を示したフローチャートであり、図１２は、本発明の実施例による電力節約動作
管理方法で移動局のスリープ周期タイプ変更方法を示したフローチャートである。
【００６９】
　図１１に示されているように、基地局は移動局と基地局との間に設定された無線チャン
ネルのうちの一部が削除されたり新たな無線チャンネルが設定される（Ｓ８０１）と、ス
リープ周期タイプの変更が必要であるかを検査する（Ｓ８０２）。例えば、現在移動局と
基地局との間にリアルタイムトラフィックを伝送する無線チャンネル一つとＢＥトラフィ
ックを伝送する無線チャンネル一つが設定されており、これによってスリープ周期タイプ
ＩＩで電力節約動作を行っているとき、リアルタイムトラフィックを伝送する無線チャン
ネルが終了すると、基地局と端末は現在設定されている無線チャンネルの組み合わせを基
準としてスリープ周期タイプの変更を検査する。そして、この場合には端末と基地局との
間に設定された無線チャンネルが最善努力トラフィックを支援する無線チャンネルのみが
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る。
【００７０】
　変更が必要であると、スリープ周期タイプおよびパラメータを決定し（Ｓ８０３）、ス
リープモード開始フレームを決定する（Ｓ８０４）。そして、基地局はスリープ周期変更
要求メッセージを移動局に伝送し（Ｓ０８５）、スリープ周期変更応答メッセージを移動
局から受信する（Ｓ８０６）。
【００７１】
　図１２に示されているように、移動局はスリープ周期変更要求メッセージを受信する（
Ｓ９０１）と、スリープ周期変更要求メッセージに指定されたスリープ周期タイプとパラ
メータで設定し（Ｓ９０２）、スリープ周期変更応答メッセージを基地局に伝送し（Ｓ９
０３）、スリープモードに進入する（Ｓ９０４）。
【００７２】
　本発明の実施例では、基地局がスリープ周期変更を要求し、端末が応答する場合につい
て説明しているが、端末がスリープ周期変更を要求し、基地局が応答することもできる。
【００７３】
　本発明の実施例は、以上で説明した装置および／または方法のみを通して実現されるの
ではなく、本発明の実施例の構成に対応する機能を実現するためのプログラム、そのプロ
グラムが記録された記録媒体などを通して実現されることもでき、このような実現は前述
した実施例の記載から、本発明が属する技術分野の専門家であれば容易に実現することが
できるものである。
【００７４】
　以上で、本発明の実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定さ
れるのではなく、次の特許請求範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の
多様な変形および改良形態も本発明の権利範囲に属する。
【図１】 【図２】
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【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月24日(2010.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局の電力節約動作管理方法であって、
　移動局からスリープモード進入要請メッセージを受信する段階と、
　前記移動局に対して設定される単一のスリープ周期（ｓｉｎｇｌｅ　ｓｌｅｅｐ　ｃｙ
ｃｌｅ）に対する情報を含むスリープモード進入応答メッセージを前記移動局に伝送する
段階と、
　を含む、電力節約動作管理方法。
【請求項２】
　前記単一のスリープ周期は、
　前記基地局と前記移動局との間に連結される無線チャンネル全部に適用される、請求項
１に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項３】
　前記無線チャンネルがベストエフォートトラフィック特性を有する場合に前記スリープ
周期は可変である、請求項２に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項４】
　前記スリープ周期はスリープウィンドウおよびリスニングウィンドウを含み、
　前記スリープ周期は以前のスリープ周期のリスニングウィンドウの間のデータトラフィ
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ックの有無により可変である、請求項２に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項５】
　以前のスリープ周期のリスニングウィンドウの間のデータトラフィックがなければ、次
のスリープ周期のスリープウィンドウが以前のスリープ周期のスリープウィンドウより長
く拡張される、請求項４に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項６】
　前記無線チャンネルのうちの少なくとも１つのチャンネルがリアルタイムトラフィック
特性を有する場合に前記スリープ周期は固定される、請求項２に記載の電力節約動作管理
方法。
【請求項７】
　移動局の電力節約動作管理方法であって、
　スリープモード進入要請メッセージを基地局に伝送する段階と、
　前記基地局から前記移動局に対して設定される単一のスリープ周期（ｓｉｎｇｌｅ　ｓ
ｌｅｅｐ　ｃｙｃｌｅ）に対する情報を含むスリープモード進入応答メッセージを受信す
る段階と、
　を含む電力節約動作管理方法。
【請求項８】
　前記単一のスリープ周期は、
　前記基地局と前記移動局との間に連結される無線チャンネル全部に適用される、請求項
７に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項９】
　前記無線チャンネルがベストエフォートトラフィック特性を有する場合に前記スリープ
周期は可変である、請求項８に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１０】
　前記スリープ周期はスリープウィンドウおよびリスニングウィンドウを含み、
　前記スリープ周期は以前のスリープ周期のリスニングウィンドウの間のデータトラフィ
ック有無により可変である、請求項８に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１１】
　以前のスリープ周期のリスニングウィンドウの間のデータトラフィックがなければ、次
のスリープ周期のスリープウィンドウが以前のスリープ周期のスリープウィンドウより長
く拡張される、請求項１０に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１２】
　前記無線チャンネルのうちの少なくとも１つのチャンネルがリアルタイムトラフィック
特性を有する場合に前記スリープ周期は固定される、請求項８に記載の電力節約動作管理
方法。
【請求項１３】
　移動局の電力節約動作管理方法であって、
　前記移動局に対して設定されたスリープ周期タイプの変更を要請する要求メッセージを
基地局に伝送する段階と、
　前記基地局から前記要求メッセージに対する応答メッセージを受信する段階と、
　を含む電力節約動作管理方法。
【請求項１４】
　前記移動局は前記スリープ周期タイプを前記基地局と前記移動局との間に予め協議され
た複数のスリープ周期タイプのうちのいずれか１つに変更することを要請する、請求項１
３に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１５】
　前記スリープ周期タイプは前記基地局と前記移動局との間に連結される無線チャンネル
全部に適用される、請求項１４に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１６】
　前記応答メッセージは変更されたスリープ周期タイプが適用される開始フレーム番号を
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含む、請求項１３に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１７】
　基地局の電力節約動作管理方法であって、
　移動局に対して設定されたスリープ周期タイプの変更を要請する要求メッセージを前記
移動局に伝送する段階と、
　前記移動局から前記要求メッセージに対する応答メッセージを受信する段階と、
　を含む電力節約動作管理方法。
【請求項１８】
　前記基地局は前記スリープ周期タイプを前記基地局と前記移動局との間に予め協議され
た複数のスリープ周期タイプのうちのいずれか１つに変更することを要請する、請求項１
７に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項１９】
　前記スリープ周期タイプは前記基地局と前記移動局との間に連結される無線チャンネル
全部に適用される、請求項１８に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項２０】
　前記要求メッセージは変更されたスリープ周期タイプが適用される開始フレーム番号を
含む、請求項１７に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項２１】
　基地局の電力節約動作管理方法であって、
　移動局に対して設定されたスリープ周期のリスニングウィンドウの間に前記移動局とデ
ータを送受信する段階と、
　元来設定されたリスニングウィンドウの長さより長くなるように前記リスニングウィン
ドウを拡張する段階と、
　を含む電力節約動作管理方法。
【請求項２２】
　元来設定されたリスニングウィンドウの間に前記データ送受信を完了しない場合に前記
リスニングウィンドウを拡張する、請求項２１に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項２３】
　元来設定されたリスニングウィンドウの間にＨＡＲＱ動作が完了しない場合に前記リス
ニングウィンドウを拡張する、請求項２１に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項２４】
　前記リスニングウィンドウは前記スリープ周期の長さより長くなく拡張される、請求項
２１に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項２５】
　移動局の電力節約動作管理方法であって、
　前記移動局に対して設定されたスリープ周期のリスニングウィンドウの間に前記基地局
とデータを送受信する段階と、
　元来設定されたリスニングウィンドウの長さより長くなるように前記リスニングウィン
ドウを拡張する段階と、
　を含む電力節約動作管理方法。
【請求項２６】
　元来設定されたリスニングウィンドウの間に前記データ送受信を完了しない場合に前記
リスニングウィンドウを拡張する、請求項２５に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項２７】
　元来設定されたリスニングウィンドウの間にＨＡＲＱ動作が完了しない場合に前記リス
ニングウィンドウを拡張する、請求項２５に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項２８】
　前記リスニングウィンドウは前記スリープ周期の長さより長くなく拡張される、請求項
２５に記載の電力節約動作管理方法。
【請求項２９】
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　移動局の電力節約動作管理方法であって、
　前記移動局に対して設定されたスリープ周期で上向リンクメッセージを基地局で伝送す
る段階と、
　前記スリープ周期で前記アップリンクメッセージのトランザクションのために臨時リス
ニング状態を維持する段階と、
　を含み、
　前記スリープ周期の長さは前記臨時リスニング状態維持によって影響を受けない電力節
約動作管理方法。
【請求項３０】
　前記スリープ周期はリスニングウィンドウおよびスリープウィンドウを含み、前記リス
ニングウィンドウの長さおよび前記スリープウィンドウの長さは前記臨時リスニング状態
維持によって影響を受けない、請求項２９に記載の電力節約動作管理方法。
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